
電気用品安全法の解釈 － 対象非対象関係 

                     平成１７年１２月９日 製品安全課 

商品名等 

（電気用品名等） 

ＬＥＤハンドランプ 

 

１ 当該商品等の概要 

 

○用途、機能、性能 

 本製品は、一般家庭又は工事現場で使用される手持ち型の灯具である。 

 

○構造、仕様、意匠 

 ２０個のＬＥＤランプ、ランプコントロール基板、プラスチック製照明カバー、

電源コードセットで構成される。 

 定格：１００Ｖ、５０－６０Ｈｚ、消費電力未定 

 

○主な使用者、販売先 

一般消費者、工事業者等 

 

 

２ 対象・非対象の解釈 

  

 特定電気用品以外の電気用品中、光源及び光源応用機械器具の「ハンドランプ」

として取り扱う。 

 

（理由） 

 本製品は、手に持って使用する灯具であることから、「ハンドランプ」として取

り扱うことが妥当と判断する。 

 

 


